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今回のあおぞらレターは最新の助成金情報をお届けします。助成金にはさまざまな種類があり 

ますが、今回は比較的手軽に利用できるものや、支給額が変更となったものを中心にご案内します。 

さ ま ざ ま な 助 成 金  

対 象 名 称 概 要 

中小企業 

子育て支援助成金 

一般事業主行動計画の策定・届出を行っている従業員数 100 人以下の企

業で、初めて 6 ヶ月以上育児休業を取得した従業員が出た場合に支給。 

    1 人目・・・100万円     2 人目～5人目・・・80 万円 

育 児 

両立支援レベルアップ助成金 

（短時間勤務支援コース） 

 

小学校就学前までの子（従業員数100人以下の会社は 3歳未満の子）を養

育する従業員が利用できる短時間勤務制度が就業規則等で制度化されて

いる企業で、6 ヶ月以上制度を利用した従業員が出た場合に支給。 

   従業員数 
100 人以下 

101 人～ 
300 人以下 

301 人以上 

1 人目 100 万円 50 万円 40 万円 

2 人目以上 80 万円 40 万円 10 万円 

※最大 10人（従業員数 100 人以下の企業は最大 5人）まで支給 

派遣⇒ 

直 接 

雇 用 

派遣労働者雇用安定化 

特別奨励金 

 

6 ヶ月超継続して派遣労働者を受け入れていた業務に、派遣労働者を正社

員（または 6 ヶ月以上の有期契約）として直接雇用した場合に支給。 

（雇い入れから） 中小企業 大企業 

6 ヶ月経過後 50 万円（30 万円） 25 万円（15万円） 

1 年 6 ヶ月経過後 25 万円（10 万円） 12 万 5 千円（5万円） 

2 年 6 ヶ月経過後 25 万円（10 万円） 12 万 5 千円（5万円） 

※人数制限なし                   （ ）内は有期契約の場合 

正社員 

転 換 

中小企業雇用安定化奨励金 

（正社員転換制度奨励金） 

就業規則等で、契約社員等の期間の定めがある労働者を正社員に転換させ

る制度を導入し、導入日から 3年以内に対象者がでた場合に支給。 

1 人目        40 万円 

2 人目以上     1 人当たり 20 万円（最大 10人） 

創業 

・ 

新事業 

中小企業基盤人材確保助成金 

新分野に進出した企業や生産性を向を図った企業のうち、一定の設備投資を

行い、その事業の基盤となる人材を雇い入れた場合に支給。 

新分野進出  1 人当たり  140 万円 （最大 5人） 

生産性向上  1 人当たり  170 万円 （最大 5人） 

再就職 

支 援 
求職活動等支援給付金 

事業の縮小等により離職する労働者に対し、求職活動のための有給休暇を

付与した時に支給   1 日当たり：7,000 円まで 

※ 助成金には様々な支給要件があります。詳細については個別に 

   お問い合わせください。 

この３つは、比較的手軽に 

利用できるのでお勧めです！ 


